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第41回国民経済計算体系的整備部会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和７年７月23日（水）9:58～12:08 

 

２ 場 所 総務省第二庁舎６階特別会議室及びＷｅｂ会議 

 

３ 出席者 

【委  員】 

福田 慎一（部会長）、櫨 浩一（部会長代理）會田 雅人、白塚 重典 

【臨時委員】 

牧野 好洋、山澤 成康  

【専門委員】 

斎藤 太郎、新家 義貴、滝澤 美帆、外木 好美 

【審議対象の統計所管部局】 

  内閣府経済社会総合研究所：松多次長、尾﨑国民経済計算部長、斎藤国民経済計算部

企画調査課長 

総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室：柿原参事官 

【審議協力者】 

  日本銀行、東京都 

【事務局（総務省）】 

  阿南大臣官房審議官 

統計委員会担当室：谷本室長、赤谷次長、松井政策企画調査官 

 

４ 議 事 

（１）国民経済計算における2020年基準改定について 

（２）ＱＥ民間在庫変動の推計手法の改善（法人企業統計以外の基礎統計の利用）について 

 

５ 議事録 

○福田部会長 それでは、皆さんおそろいですので、ただ今から第41回国民経済計算体系

的整備部会を開催させていただきます。本日は菅委員、宮川臨時委員が御欠席、山澤臨時

委員、滝澤専門委員がウェブからの御出席です。 

 その他、オブザーバーとして、日本銀行、東京都の方にも御出席いただいております。 

 本日の議事は、議事次第のとおりです。会議の時間を短くするため、配布資料の確認は

省略させていただきます。 

 それでは、早速ではございますが、議事に入ります。まず初めに、「国民経済計算におけ

る2020年基準改定について」です。2020年基準改定については、本年４月の部会において

も供給側推計の精度向上について審議したところでございますが、本日はそれ以外の点を
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含めて御説明いただきたいと思います。 

 内閣府から、よろしくお願いいたします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 よろしくお願いします。資料１を御

覧ください。「国民経済計算における2020年基準改定について」とあります。 

 １ページ目を開けていただきますと、今までの基準改定と、基準改定とは何かというこ

とを書いております。皆様、御承知のとおりかと思いますが、約５年おきに作成される産

業連関表、国勢統計といった構造統計をベンチマークに取り込んで、過去の計数を再推計

するものでございます。約５年ごとに行っておりまして、下のところに過去の数回のもの

を書いております。 

 ２ページ目に参ります。2020年基準改定でございますが、2025年末を目途に改定を実施

します。こちらは2024年度第１次年次推計と同じタイミングで公表するということになり

ます。 

 今回の基準改定での対応予定の内容でございますが、２のところです。①ですが、先ほ

ど少し申し上げました構造統計の反映によるベンチマークの変更等ということで、令和２

年（2020年）産業連関表の反映、令和５年住宅・土地統計の反映、それから令和２年国勢

統計の反映等でございます。こちらは後ろの方で順次御説明したいと思います。 

 それから、②でございますが、当部会で御審議いただいております基本計画に基づいた

対応を行いたいと思います。今回、御説明いたしませんが、年次推計における推計手法の

シームレス化、同じような統計を使うということでございます。それからアウトプット型

建設デフレーターの実装ということで、こちらは去年の４月頃に御審議いただいたもので

ございます。それから制度部門別勘定の四半期勘定の公表ということで、今まで年次、年、

暦年しか出していなかったものを四半期化するということでございます。それから、ＱＥ

の精度向上ということで、供給側推計品目の細分化をより進めていくということで前回御

審議いただきました。 

 ※に書いてありますとおり、今回の基準改定では、統計法第６条に基づく作成基準の変

更ということはないものと承知しております。 

 ３ページ目は概念ですので、省略させていただきます。 

 ４ページ目でございますが、先ほど少し申し上げました産業連関表の取込みの主な内容

になります。コモディティ・フロー法の基準年推計に当たっては、2020年産業連関表の取

引基本表の取込みを実施いたします。その際には、概念調整等を行うということを２ポツ

に書いております。 

 また、産業連関表を利用することがベースになりますが、一部の品目については、内閣

府の方で独自推計をしております。その内容が住宅賃貸料、研究開発、それから自社開発

ソフトウェア等になります。 

 下の参考という表を見ていただきたいのですが、左側のＪＳＮＡと書いてあるのは、今

公表しているＧＤＰの数字でございます。まず、産業連関表と比較するために、今出して

いる2015年と2020年の数字をこちらに並べております。 

 それから、産業連関表と書いてある方は、2015年の方は2015年として公表された産業連
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関表、それから2020年という方が昨年公表された2020年の数字となっております。ＪＳＮ

Ａの2015年というのは、2015年の産業連関表を基としておりますので、国内総生産を見て

いただきますと、産業連関表が542.3、それからＪＳＮＡが538.0というふうに多少の違い

はありますが、ベースが同じということになっております。 

 2020年に関しましては、ＪＳＮＡの方は2015年をベースに、その他年次の統計ですとか、

月次の統計ですとか、そのようなもので延長推計した2020年になっております。それから、

産業連関表の方は、さっきも申し上げましたが、昨年出た産業連関表でございます。 

 2020年を見比べていただきますと、今出ているＧＤＰが539.6兆円になっております。

2020年産業連関表を見ていただきますと、561.7兆円となっております。ここで大体22兆円

ほど違うということで、今度ＪＳＮＡの方は、2020年の産業連関表をベースに推計をし直

しますので、ここで約20兆円の差が出るということが分かるかと思います。 

 下の方は需要項目で、民間最終消費支出、総固定資本形成、それから政府最終消費支出

とございますが、総固定資本形成の１個段が下がっているのは、総固定資本形成の中身と

いうことになっております。 

 2020年同士を比較しまして、民間最終消費支出は、現在のＪＳＮＡは291.8兆円、それか

ら産業連関表は293.4兆円ということであまり変わらないのですが、総固定資本形成を見

ていただきますと、137.5兆円から156.3兆円ということで、ここで約19兆円の差が出てく

るということになります。 

 下を見ていただきますと、こちら３つほど業種を挙げておりますが、これはＩＯの156.3

兆円とＪＳＮＡの137.5兆円の違いの主な要因を挙げているところでございます。まず、情

報通信業、中身はソフトウェア業等ですが、こちらが12.0兆円から17.8兆円。それから不

動産業が2.9兆円から5.3兆円。それから建設業が62.1兆円から63.6兆円ということです。

産業連関表は10府省庁で作っており、それぞれの担当省庁がございますが、聞いていると

ころによりますと、今回の2020年の数字につきましては、経済センサスを反映したもの、

基礎統計を変えたものと聞いております。 

 また、増加率を見ると、現行ＪＳＮＡの方は５年間の国内総生産の増加率が0.3％となっ

ております。それから産業連関表の方は3.6％となっておりまして、2015年から2020年にか

けてこのまま反映すると、伸び率、成長率がものすごく変わるということになりますが、

少しそこはまた違いまして、５ページを見ていただきますと、過去２回分の産業連関表に

つきましては、接続産業連関表というものが公表されますし、内閣府のＧＤＰの推計にお

きましてもそちらを使うことになっております。こちらは少し見にくいかもしれませんが、

2020年、561.7兆円のところは再掲と書いてあり、先ほど見ていただいた数字になります。

これに対応する接続表が令和２年接続表と書いてあるところでして、2015年の令和２年接

続表は557.4兆円、それから2011年の令和２年接続表は500.8兆円ということで、いずれも

前回の産業連関表である平成27年表や平成27年接続表を括弧で書いておりますが、令和２

年表の方では少しずつ上方に改定されているという姿が見えるかと思います。 

 したがいまして、一番右の増加率を見ていただきますと、先ほど3.6％と申し上げました

が、2015年と2020年の557.4兆円から561.7兆円ということで、この間、５年間の伸びは0.8％
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程度というふうになっておりまして、イメージ的には水準を線で描くと全体が上に上がる

といったイメージになるかと思います。 

 国内総生産の内訳についても少し触れさせていただきます。括弧付きの計数が平成27年

表、括弧がないものが令和２年の接続表として使うものとお考えいただきますと、民間最

終消費支出につきましては、2011年が282.1兆円から281.0兆円、それから2015年が305.6兆

円から305.6兆円というふうに、ここはあまり変わらないということが見てとれるかと思

います。 

 総固定資本形成につきましては、2011年が114.9兆円から121.2兆円、それから2015年に

つきましては、136.9兆円から147.9兆円と、先ほどの2020年で見たとおり、こちらも少し

上に上がるということが見てとれるかと思います。 

 以上が産業連関表関連になりますが、少しまとめますと、ＩＯでいうと20兆円程度上に

上がるということ、それから接続産業連関表を使うということをお伝えしたということで

ございます。以上が一つ目、産業連関表を取り込むことによる基準年における数字の改定

を御紹介いたしました。 

 それから、次に、令和５年住宅・土地統計を使っているもので、こちらの推計項目に関

しましては、先ほど少し申し上げましたが、内閣府の方で独自推計をしておりまして、民

間最終消費支出の中の住宅賃貸料と持ち家の帰属家賃はこちらで対応しているということ

になります。 

 ６ページ目です。こちらは今の推計方法についてお示ししているものですが、住宅賃貸

料及び持ち家の帰属家賃の推計には、５年ごとに行われる住宅・土地統計をベンチマーク

として利用しております。具体的には、木造・非木造の構造別に算出した面積掛ける１平

米当たり家賃を総家賃として、住宅賃貸料と持ち家の帰属家賃をそれぞれ計算しておりま

す。調査年は５年に１度ですので、調査年以外につきましては、その他の統計、国土交通

省の統計ですとか、ＣＰＩを使っているということでございます。それは調査年の間も、

その後ろの延長推計もということでございます。 

 それで、今回の基準改定では、昨年の９月に公表された令和５年住宅・土地統計の2023

年10月１日時点の結果を反映するということになります。したがいまして、１個前に使っ

ていたのが、2018年10月１日時点のものということになります。同じく５年に１度公表さ

れる産業連関表とは、対象年が異なるということでございます。 

 次のページに参ります。前回の調査、まず、左側の表を見ていただきたいのですが、こ

ちらは家賃の価格の単価となります。５年ごとのものを並べたものなのですが、2023年に

おきましては、前回の調査と比べて木造が13％、非木造が8.3％と、前回までの伸び率と比

べましてトレンドが大きく違っているということが分かるかと思います。 

 右側は面積に関連する構造の比率なのですけれども、こちらを見ていただきますと、持

ち家の木造・非木造比率が、2018年以前と2023年で少しトレンドが違っておりまして、木

造比率が小さくなり、非木造比率が大きくなっているという姿が見られるかと思います。 

 一方で、民営借家の方ですが、2018年、2023年に関しましては、木造が26.9％から26.6％

とあまり変わらないということが見てとれるかと思います。ここで、この２つ、価格と面
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積を掛け合わせるということになりますが、持ち家の帰属家賃を出すときには、必ずしも

この数字をこのまま使うわけではなくて、構造別、地域別などでもう少し細かくやります。

これは総額の１畳当たりの家賃を使ったものなので、必ずしもこの掛け算になるわけでは

ないのですが、家賃が上昇していることと、それから家賃単価が高い方の非木造比率が高

まっているということで、これらを掛け合わせると、今までのトレンドとは違う姿になる

のかなと思っております。推計結果はまだ出ておりませんのでお示しできないのですが、

この総額だけで見ると、そのようなことが分かるということでございます。 

 以上、住宅・土地統計の反映が基準改定で対応予定の内容の１つということでございま

す。産業連関表の反映と住宅・土地統計の反映がＧＤＰに関連するものでございます。 

 次が雇用者報酬です。こちらは国勢統計等を使って推計しておりまして、今までどおり

のやり方で、もちろん産業連関表や住宅・土地統計の反映も今までどおりのやり方なので

すが、雇用者報酬につきましては、今まで延長推計のような形で推計していたところ、今

回の基準改定でどのように対応するかというところをお示しできればと思います。 

 まず１つは、８ページの一番上のところです。今の方法を書いておりますが、雇用者報

酬の大宗を占める賃金・俸給につきましては、国勢統計と労働力統計の動向で求めた産業

別の雇用者数に、毎月勤労統計から求めた産業別の一人当たり現金給与額を乗じることに

よって推計を行っています。雇用者数については、５年ごとの国勢統計を基礎資料として、

中間時点を労働力統計の動向で補間して求めていますので、今回の基準改定では2020年の

国勢統計の結果を反映するということになります。 

 下の雇用者数の調整のイメージを見ていただきますと、青いところが今の推計方法でし

て、2015年の国勢調査の結果から延長推計をしているということでございます。2020年基

準改定を行う際には、2020年９月の国勢調査の公表値を反映して、2015年と2020年の間の

年は補間し、その後は、労働力調査の公表値で延長する形で行うということをお示しして

いるところでございます。 

 また、一人当たり現金給与額については、後ろにイメージ図が出てきますけれども、現

在、毎月勤労統計のサンプル入替えが毎年、ベンチマーク更新が数年に１度行われており

ます。こちらの影響を取り除くため、旧サンプル・旧ベンチマークの賃金水準に合わせる

ように調整を行ってきましたが、今回の基準改定において最新のサンプルやベンチマーク

による賃金水準を反映することとしております。 

 次のページを見ていただきますと、こちらは現状やっているサンプル入替え等の調整の

方法でございます。こちらも既に皆様、御存じかと思いますけれども、基礎統計となる毎

月勤労統計では、事業所規模30人以上の事業所サンプルについて、毎年１月に３分の１ず

つ入れ替える部分入替え方式、また、数年に１度、集計に用いる母集団労働者数の推計値

と実績とのかい離を是正するベンチマーク更新が行われているということです。 

 下のところがイメージ図ですが、まず、旧サンプルのグレーの線に対して、毎年１月に

毎勤公表値が出たときに、それを旧サンプルの賃金水準に合わせるということをやってい

るところでございます。 

 次に10ページですが、今回の基準改定で対応する方法でございます。下のイメージ図で
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は、サンプル入替えの2025年１月の時点で新サンプルがグレー、それから旧サンプルが青

になっておりますが、このサンプルというのが３分の１ずつですので、３年分の影響があ

るとみなして、３年を遡ってサンプルの影響を調整するということをお示ししているとこ

ろでございます。 

 次のページに参りますが、11ページになります。こちらはベンチマークなのですけれど

も、2025年１月に至るまで、2021年と2016年に毎勤のベンチマーク更新がありました。こ

ちらを入れ替えるということを考えておりまして、青い線が現在ですけれども、2016年と

2021年はセンサスの値に変えることによって少し変化があると。こちらが毎月勤労統計の

ベンチマークですので、ベンチマークとサンプル入替え、それから雇用者数の入替え、全

てを掛け合わせる形で雇用者報酬の推計値を出していこうと思っております。 

 下のところに毎月勤労統計の公表値で出ておりますサンプル入替えとベンチマーク更新

の影響というのを書いております。こちら一人当たり賃金と平均のようなもので、私たち

はもう少し細かく産業別にやっているので、必ずしもこのままになるというわけではない

ですが、御参考までにということでこのような形になっておりますということをお示しし

ているところでございます。 

 説明については、以上になります。 

○福田部会長 ありがとうございました。ただ今の内閣府からの御説明について、御意見、

御質問がございましたらお願いします。たくさんのテーマだと思うので、できれば順番に

議論した方がいいような感じもいたします。産業連関表の取込みの問題がまず第１点だっ

たと思いますけれども、産業連関表の取込みに関して、少なくともＧＤＰへの影響という

のはかなり大きいわけですが、それをどう考えるかということも含めて、皆さんの御意見

を伺えればと思います。いかがでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。牧野臨時委員。 

○牧野臨時委員 静岡産業大学の牧野です。丁寧な御説明をありがとうございます。 

 2020年基準改定における産業連関表の取組の主な内容、資料の４ページについてお願い

いたします。２点大きな質問がございます。１点は、ＧＤＰ統計の精度向上を目指して産

業連関表のＳＵＴ体系移行が行われました。その効果は現段階で何か見られそうですかと

いうことです。 

 もちろん、今後、産業連関表の方もＳＵＴ体系をより整備していくことになると思うの

ですが、現段階においてＳＵＴ体系移行の効果が見られそうかということを教えていただ

ければと思っています。例えば、ＳＵＴ体系移行の目的として、投入係数の精度の向上や

副次的生産物の把握が挙げられたのですが、それらを実際に期待できそうかどうかという

ことを一つお伺いできればと思っているところであります。それが１点目であります。 

 次に２点目です。今回、産業連関表を2020年版に置き換えることによって支出面が少し

変わるのかなという感触を持っています。もちろん産業連関表を国民経済計算に組み込む

際には概念調整等が行われると思うのですが、例えば、４ページの2020年の産業連関表を

見ると、これまで使っていた2015年表に比べて、情報通信業の総固定資本形成が89.4％増

えている。また、不動産業についても86.9％増えているというところがあります。もちろ
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ん現実的にこういう動きがあるのかもしれないのですが、2020年表を組み込むと、固定資

本形成の産業別の構造、固定資本マトリックスや固定資本ストックマトリックスなどにも

影響が出てくるのかなという気がしております。 

 また、５ページを見ますと、2020年表を組み込むとともに、今回接続表で整備した2015

年表、2011年表も組み込むことになると思います。2015年、2011年の値を令和２年接続表

と平成27年表で比べると、どちらかというと消費が落ちていて、どちらかというと総固定

資本形成が増えているような印象を持ちます。ＧＤＰがそのように改定されそうかどうか

ということも教えていただければありがたいです。 

 以上、大きく分けて２点。ＳＵＴ体系への移行がなにか効いてきそうかということが１

点、あともう１点は、新しい産業連関表を組み込むことによって支出面に影響がありそう

かということであります。よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 内閣府、よろしくお願いします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 まず、１つ目のＳＵＴ体系への移行

に関する御質問なのですけれども、産業連関表に関することですので、もし私の御説明で

不足があれば総務省から御回答いただくということもあろうかと思いますので、よろしく

お願いします。 

 １つ目なのですけれども、ＳＵＴ体系の効果ということで、現在まだ推計作業中ですが、

恐らく付加推計というか、生産側の推計の方で、先ほど牧野臨時委員が御説明された副次

生産物がより捉えられるようになるという効果は出てくるのかなと思います。投入計数な

ども細分化できるのかなと思っているということです。計数は今お示しできないのですが、

そのようなことになるかと思います。 

 それからもう一つ、産業連関表を取り込んだ部分につきましては、おおむねこのような

イメージで、姿が変わるかどうかという意味では、消費が2020年でやや下方改定され、そ

れより前、2011年までは、あまり変わらないかやや下方改定され、一方、総固定資本形成

では上方改定するという姿は、おおむねこのような姿になるかと想定しております。 

 ただ、先ほどの住宅賃貸料につきましては、消費部分で追加されることになりますし、

それからＲ＆Ｄ、自社開発ソフトウェア等も追加してまいりますので、その辺の姿はまた

少し違うかなとは思っておりますが、基本的にはこの姿が大規模な部分を占めるのかなと

思っております。御説明になっておりますか。 

○福田部会長 よろしいですか。牧野臨時委員。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 部会長、すみません。

総務省産業連関表担当でございますが、今の内閣府の説明に若干の補足をさせていただい

てよろしいでしょうか。 

○福田部会長 はい。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 御質問ありがとうござ

います。牧野臨時委員の１点目の件です。今回のＳＵＴ体系移行の効果ということですが、

大枠は、内閣府からの御説明のとおりです。私の方から補足させていただきますと、副次

的生産物の把握なのですけれども、今まで2015年まではいわゆるＶ表と呼ばれている生産
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額表を作っていたのですが、それと今回新しく作りましたＳ表、いわゆる供給表ですね。

供給表の方の副産物の出方などを見ますと、明らかにＶ表よりは多くなっておりますので、

ＳＵＴ体系の効果が見られていると言っても問題ないかなと思っております。 

 それから、投入構造につきましても、今回は一部移行でございますので、全体の姿につ

いては、まだ少し今の時点では判断が難しいかなとは思いますけれども、引き続き精度向

上に向けて作業を進めてまいりたいと思います。 

 補足説明は以上でございます。 

○牧野臨時委員 ありがとうございます。 

○福田部会長 よろしいでしょうか。 

○牧野臨時委員 一言だけ。 

○福田部会長 どうぞ。 

○牧野臨時委員 これ以降は私の個人的な思いです。今回、国民経済計算に新しい産業連

関表が組み込まれます。国民経済計算にも供給・使用表が載っておりますので、例えば同

じ年を対象に、以前推計した供給・使用表と今回新しい産業連関表を組み込んで推計した

供給・使用表を比べて、国民経済計算ベースでも、どの程度副次的生産物が捉えられるよ

うになったのかを見られれば興味深いなと思いました。 

 以上であります。ありがとうございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。新家専門委員。 

○新家専門委員 第一生命経済研究所の新家です。要望と質問があります。１つ目の要望

の方は、今回、連関表に限らず、名目ＧＤＰの水準が結構動く可能性があると思いますが、

このまま数字だけが公表されたら、恐らくユーザーは少し混乱したり、解釈に苦しんだり

ということがあると思います。 

 前回の基準改定と前々回の基準改定のときは、公表の二、三か月前ぐらいに基準改定に

ついて、ここがこう変わるといった分かりやすい説明資料が公表されていたように記憶し

ています。また、この要因で名目ＧＤＰがこれぐらい動く可能性があるとか、伸び率への

影響がどの程度ありそうといった、暫定的な試算値のようなものもホームページに公表さ

れていたと思います。そのようなものが今回もあった方がいいとユーザーの立場からは思

いますので、よろしければ、なるべく早めに説明資料や試算値をホームページ上に出して

いただければと思います。これが要望です。 

 質問の方は、連関表についてです。４ページ目と５ページ目で、４ページ目だと、名目

ＧＤＰの水準が今回の2020年の連関表でかなり上がりますと書いてあります。ただ、５ペ

ージ目だと、接続連関表を使うと、2015年の値も上方修正されるので、伸び率で言うと、

今のＧＤＰが0.3％で、それが今回反映すると0.8％ぐらいになる。伸び率に0.5％ポイント

差がありますが、年換算すると0.1％ポイントあるかどうか。水準は上がるけれども伸び率

への影響は小さいという理解でいいのかどうかということが１つ。 

 次に、情報通信業のところなのですけど、こちらは水準もかなり上方修正されそうなの

と、接続表を使った上昇率で見ても、結構上方修正されるという印象を持ちました。現行

だと、情報通信業は15年から20年でマイナス1.0％ですが、今回、接続表を使っても45.8％
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の増加率となっていて、かなり伸びも上方修正されると思うのですが、そのような理解で

いいのかどうか。あと、仮にそうした場合に、何でこんなに情報通信業ってかい離が出た

のかなと。もし分かれば教えていただけないでしょうか。 

 またそれに関連して、仮にかい離が今回非常に大きかったとしたら、この先の延長推計

の方法は今のままでいいのでしょうか。今の延長推計の方法でやってかい離がこんなに出

てしまったということであれば、もし同じ延長推計方法をこれからも使うと、また５年後

にかい離が相当出てしまうのではないかなと思ったのですが、そこについて少し教えてい

ただければと思います。 

○外木専門委員 もしよろしければ、それに関連して。 

○福田部会長 では、外木専門委員、追加で。 

○外木専門委員 すみません、私が無形資産をやっているもので、ここ私も同じようなと

ころを感じていまして、同じ確認なのですけれども、産業連関表で2015年から2020年に変

わる際に、多分、娯楽作品原本とかの計上が一気にされると。ただ、接続産業連関表の方

では恐らく新しい概念、要は娯楽作品原本が入っている状態で作られているのでかい離が

埋まったという理解でよろしいのでしょうか。もう一つ、それに関連しまして、新しく入

った、例えば自社開発ソフトウェアとか娯楽作品原本に関して、全部ＪＳＮＡの方では情

報通信業の方に一気に、もしかして資本化として項目として持っていったのかなと思いま

して、産業連関表の方では2020年は情報通信業以外にも含まれているということなので、

どの産業、ＪＳＮＡでは情報通信業だけれども、産業連関表ではどういう分類になってい

るのかというのを教えていただきたいです。それと要望なのですけれども、もし改定バー

ジョンを公表される際に、要は概念が違っているということになるので、ここも少し補足

で資料に上げていただけるとユーザーとしては非常に助かるなと思いました。 

 以上です。 

○福田部会長 以上の点ですけれども、２つの論点があったかもしれませんが、まず、前

者の方、特に上方修正になったことに対する説明責任をどういうふうにするかということ

に関して御説明いただけますでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 すみません、もし説明が不足してい

たら、また御質問いただければと思います。まず、新家専門委員の方ですけれども、前回

なり、前々回なりのように、事前に前広に御説明等をさせていただくことは検討しており

ます。 

 それから、先ほど新家専門委員が御説明された件に関しましては、御理解のとおりでご

ざいます。2020年産業連関表を取り込むのに加えて接続表も取り込むので、伸び率は資料

の５ページにあるとおりで、ほぼこのまま取り込むということでございます。 

 それから、情報通信業につきましては、産業連関表の計数は経済産業省で推計している

ものでございますが、令和２年表ができるときには経済センサスを使ったと承知しており

ます。それで、過去についても令和２年表の推計を見て推計方法を見直したというふうに

聞いておりますが、もう少し細かいことにつきましては、もし分かれば産業連関表担当か

ら御説明いただければと思います。 
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 それから、この後の延長の話ですけれども、こちらは速報推計時点で現状使えるものと

してはサービス産業動態統計調査があり、今年の１月から基幹統計になったと承知をして

おりますので、大分それで姿も変わっているというか、数字も少し変化しているようにも

思いますが、こちらを使うしかないかと思っております。確かに新家専門委員のおっしゃ

るとおり、延長推計した結果と、2020年の産業連関表で出てきたものとが大分違うという

ことでございますが、サービス系の統計が新しくなったことも踏まえまして、この先はサ

ービス産業動態統計調査を使うことを現状では検討しております。 

 もう一つ、外木専門委員からの御質問ですけれども、接続表における情報通信業は、娯

楽作品原本込みになっております。ただ、娯楽作品原本そのものの数字はそれほど大きく

なかったかと承知しております。現在手元に計数がないのですが、１兆弱ではなかったか

なと思っています。もし違ったら訂正してください。 

 娯楽作品原本は情報通信業の中に入っておりますが、そこが大きく変わっているという

ことではないのかなと思っています。私たちの理解するところではソフトウェア業の改定

が大きいのではないかと思っているところでございます。こちらでよろしかったでしょう

か。 

○新家専門委員 すみません、新家です。仕方ないと言えばそうなのかもしれませんが、

情報通信のところは現在がマイナス1.0で、次が45.8ぐらいになりそうというのは、数字的

にかなり大きいと思います。せめてなぜここまでかい離が出たのか、もっと細かく見て、

品目別で何か変な動きをしたものがないかどうかとか、概念に変更があったとか、延長の

方法に改善の余地がないかとか、何かしら検討が必要なのではないかと思います。今回の

かい離は大き過ぎるので、何か検証していただいた方がいいと感じました。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 私たちが承知しているのはセンサス

を入れたということですが、産業連関表担当の方で把握していることがあればお願いして

もいいでしょうか。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 総務省でございます。

先ほど来の御説明についてですけれども、内閣府の御説明にあったとおり、産業連関表と

いうのは、それぞれ産業ごとに担当省庁を決めて行っておりまして、本件については、経

済産業省と共同してやっているということでございます。影響があるのは、やはりソフト

ウェア業のところだということなのですが、内閣府から御説明ありましたけれども、経済

センサス‐活動調査が平成28年と令和３年に移る際に調査方法が変更になっておりまして、

具体的には、先ほど牧野臨時委員のお話もありましたけど、副産物の把握はより適切に、

生産物ベースで的確になったというところが大きいのではないかと思っております。 

 それからもう一つ、概念変更とか統計の問題ではなくて、実態面として言えば、受注制

作ソフトウェアという分野があるのですね。企業等から委託を受けてソフトウェアを開発

して、その部分が最終的に資本になるということなのですが、その部分と、あとはゲーム

のソフトウェアのところの数字が伸びております。ゲームについて言えば、令和２年はコ

ロナの年でございました。コロナは2020年の最初の頃でしたので、そういったところの需

要が増えているのかなということだと思われます。 
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 最後に、娯楽作品原本の件ですけれども、2015年までの産業連関表においては、どの産

業にも計上しておりませんので、2020年で新たに当該産業に計上しているということでご

ざいます。 

 以上です。 

○福田部会長 説明する必要があるのは、なぜレベルが上がったのかということと、レベ

ルが上がっただけではなくて伸び率も変化したという、両方やはりそれなりの説明は私も

必要なのではないかとは思いますけれども。１つは、今御説明があったようにコロナ禍の

特殊事情みたいなものをどういうふうに考えるのかということはあるかもしれないとは私

も思います。個人的には、逆にコロナのときに不動産業がそんなに伸びたのかみたいな話

はあるのですが、不動産業も変化していますよね。これは何か事情はあるのでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらで承知している不動産業につ

きましては、これも基礎統計をセンサスに変えたということを聞いておりますが、そちら

でよろしいでしょうか。 

○福田部会長 恐らく何かカバレッジが増えたからというだけでは、先ほどの新家専門委

員の御質問でもないのですけど、何となく十分ではないのではないかと思います。 

 では、新家専門委員、お願いします。 

○新家専門委員 数字がこうなっているというのは分かりますが、内閣府でなくても構い

ませんが、実態として変わったのがこれぐらいで、調査の変更で変わったのがこれぐらい

で、どちらが大きいとか、それぐらいは口頭ではなくて、次のときに簡単な資料で説明し

ていただけないかと思います。調査の変更でと言うのであれば、延長方法は現行のままで

もいいと思いますが、そもそも実態としてずれが大きいとなったら、本当にこの延長方法

でいいのかというのは検討する余地も出てくると思うので、このかい離の大きさは何らか

の説明が必要と思いました。 

○福田部会長 外木専門委員も追加で、大丈夫ですか。 

○外木専門委員 すみません、さっき言った当該産業って具体的にどこかというのは分か

りますか。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 2020年では情報通信業

に計上しております。 

○外木専門委員 資料の４ページの下の丸が３つあるうちの２つ目のところを見ると、産

業連関表では、2020年は情報通信業以外にも含まれているとあったので、産業のくくりが

どうもＪＳＮＡと違うので、産業連関表ではどちらの産業に計上されているのかなという

のを教えてもらいたいなと純粋に少し思ったというところです。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 すみません、少し確認

させていただければと思います。 1 

○外木専門委員 後で全然、今でなくても、すみません、ありがとうございます。 

○福田部会長 滝澤専門委員、お願いいたします。 

 
1 令和２年産業連関表において、娯楽作品原本は「情報通信」に含まれているほか、音楽・書籍の娯楽

作品原本については「対個人サービス」に含まれている。 
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○滝澤専門委員 恐れ入ります、学習院の滝澤です。先生方がおっしゃっていたことの繰

り返しになるのですけれども、４ページ目を見ますと、大体今回の改定で20兆円ぐらい上

振れして、そのうち定義の変更等が大体その半分、数字上計算すると半分ぐらいで、実体

的な経済構造の変化というのは半分ぐらいというふうに見ておけばいいのかということと、

設備投資の値が非常に重要だと思っておりまして、例えば経済産業省等の審議会でも2040

年に国内投資、官民合わせて200兆円とか、そのような目標が掲げられていますけれども、

今回プラス20兆円になるということで、この点、先ほど来先生方が御指摘されていました

けれども、何が定義変更によるもので、実体経済の変化ではどのぐらいかというところを

お示しいただけるとありがたいなと思いました。 

 それから、非常に基本的なことで申し訳ないのですけれども、確認なのですが、今回、

資本化をするということで、娯楽作品の原本というのが情報通信業に一括計上するという

ことで、例えば出版社とか、そのような主体が生産している娯楽作品原本は情報通信業に

計上するという理解でよろしいでしょうか。基本的なことをお伺いできればと思います。 

○福田部会長 いかがでしょう。前者はほかの方との質問とも絡んでいたと思います。特

に後者は特別の質問だったと思いますけど。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 一つ繰り返しになりますけれども、

今回、何かを新たに総固定資本形成にするとか、そのような定義の変更は、前回の基準改

定とは違ってありません。概念という意味では全て同じで、過去の基準改定で行われたよ

うな、ソフトウェアが総固定資本形成になったとか、Ｒ＆Ｄが総固定資本形成になったな

どというように、何か新しいものが総固定資本形成になったということはございませんと

いうことをお伝えしておこうかと思います。定義が変更になって中間消費だったものが総

固定資本形成になったとか、そのようなものはございません。 

 もう一つ、今の娯楽作品原本のお話は、このベースのこのカテゴリーですと全部情報通

信業に入るということになります。ＪＳＮＡ、内閣府側でこれは全て情報通信業に含まれ

るというふうにしております。この御説明でよろしかったでしょうか。 

○滝澤専門委員 分かりました。前者で、数字で今回20兆円上振れますけど、そのうちの

実態での変動はどのくらいなのかというところは、この表から算出できるものなのでしょ

うか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 先ほどの新家専門委員等の御質問と

同じだと思うのですけど、この部分が実態、この部分が新たな統計によるものということ

は、今時点では分類はできないと思います。経済センサスで数字を取っているということ

に尽きると思うので、何が実態か、統計かというところを分けるのは内閣府では少し難し

いです。 

○福田部会長 ざっくり理解すれば、レベルの上昇がカバレッジで、増加率が実態という、

言えなくもないような感じもするのですけどね。2015年からもカバレッジを増やしている

わけですよね。要するに、増やしたときの比較で2020年まで大きく上がっていれば、それ

は実態と言えば実態なのではないですか。同じカバレッジの下での変化を求めてはいるの

ですよね。2015年のレベルの増加はカバレッジの増加、みたいな理解では駄目なのですか。 
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○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 私たちはあまりそのような解釈をし

ておりません。 

○福田部会長 正確ではないですけれども、ざっくりとしたイメージですけど。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 産業連関表側で何かありますでしょ

うか。 

○福田部会長 新家専門委員の御懸念もありますので、例でも、網羅的でなくてもいいの

で、具体的にどういうもののカバレッジが増えたのかというイメージ、やはりそれは増え

なきゃいけないよねみたいなイメージがもう少しあるとよいと思いました。それは内閣府

でできるのか、産業連関表の方でもう少し御説明があるのか分かりませんけれども。あと

変化率だけでもかなり増えているというのは、同じカバレッジの下でも変化率が増加して

いるというのは、また別途説明も必要なのかもしれないとは思います。難しい問題はある

ので、全てというわけではなく、例でもいいので何かあるといいかなという感じはします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらは経済産業省に対応いただけ

ますでしょうか。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 すみません、いろいろ

先生方から御議論いただいている点です。先ほどの内閣府の御説明と同趣旨ではあるので

すが、基礎統計がそもそもやり方を変えているので、我々の方でも接続連関表を作成する

際に可能な限り時系列性を担保できるような工夫はいたしますけれども、やはり限界があ

って、かつ、数字が違っているというのは事実なのですけれども、ではその数字がどうい

ったところの要因になるかというのは、経済産業省の方にもあらかじめ確認はしていたの

ですが、要素分解的なことはかなり難しいと。この件についてはそのようなふうに承って

おりますので、定性的に、例えばこのような影響があるという話ぐらいが限界かなという

ふうには我々としては思っております。 

○福田部会長 白塚委員。 

○白塚委員 私も一緒の話なのですけど、結局そうすると、今までの統計が過小評価して

いて、経済センサスを使った新しい推計がより実態に近いという理解になるのでしょうか。

もう少しほかのいろいろな統計との整合性などを検証して、どちらがより実態に近かった

のかといった説明をされると、今までのいろいろな人の質問に対して、もう少し手触り感

のある説明になるのではないかと思います。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 白塚委員、ありがとう

ございます。冒頭の牧野臨時委員の御回答にも重なるのですけど、産業連関表で言えばＳ

ＵＴ体系の部分移行、これから完全移行、作業を進めてまいりますけれども、より実態を

的確に捉える方法でもって産業連関表、あるいは産業連関表を使うＧＤＰ、国民経済計算

もそうですけど、努力を進めているということでございます。今までの副次活動をより的

確に捉える方法は何かということで経済センサス‐活動調査という工夫をいただきました

ので、それを最大限、生産物分類を導入して生かしているという意味では、今の白塚委員

の御意見のとおりだと。つまり、我々が今出している数字の方が過去に出しているものよ

りも、より実態を捉える方向で数字が出てきているというふうには認識してもいいのかな
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と思っております。 

○白塚委員 もう一点いいでしょうか。実質系列の推計値への影響はどうなのでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 まだ実質まで推計できておらず、現

時点では明確なことは申し上げられません。 

○白塚委員 デフレーターはすごく変わるわけではないですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 デフレーターは、ウエイトの変更の

影響を受けることになります。 

○白塚委員 ウエイトが変わるわけですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです。 

○白塚委員 それ以外は何かすごく変わるのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 指数はたしか大きくは変わらないよ

うに思います。 

○白塚委員 そうすると、実質も情報通信のところは、同じように上方シフトするような

イメージになるわけですね。 

○松多内閣府経済社会総合研究所次長 基準年が変わり、2020年は名目イコール実質にな

るという影響もあります。 

○福田部会長 実質にどれぐらい影響が出るのかはいつ頃分かるのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 11月以降です。 

○福田部会長 それはそれでまた別途御報告いただくという形になるのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 まだ明確に決まっているわけではな

いのですが、基準改定による影響の全体像は、機会があれば御報告いたしますし、もしな

ければホームページなりで公表する予定です。ただし、過去の基準改定時に事前に公表し

ていたのは、基本は基準年における影響のみで、その場合には名目値と実質値が等しいと

いうことになります。 

○福田部会長 山澤臨時委員、お願いします。 

○山澤臨時委員 同じような質問になってすみませんが、レベルが上がったけど、伸び率

はそれほど変わらなかったというのは、2015年に接続表を使ったからだということは分か

ったのですけど、結局、元の産業連関表と接続表はどこが変わって、10兆円ぐらい上乗せ

されているということになるのでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 接続表に関しましても、５ページを

見ていただきますと、やはり大きなところで申し上げるとソフトウェア業、不動産業、建

設業の上方改定幅が全部足すと約11兆円で、136.9兆円から147.9兆円に上方改定している

のはほぼこれらの部分です。消費は改定していないので、総固定資本形成の部分が大きく

影響していると考えております。 

○山澤臨時委員 その接続表自体が少しよく分かっていないのかもしれませんが、なぜそ

のようなふうに数字が上がったのかという。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そこも私たちが承知しておりますの

は、例えばソフトウェア業では、今回の2020年表を作るに当たって平成27年表の推計方法
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を見直したと聞いております。 

○山澤臨時委員 見直し、それで水準が上がったということですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。そのように聞いており

ます。 

○山澤臨時委員 分かりました。 

○福田部会長 いろいろと同じような御意見がたくさん出されたと思います。追加の御意

見でどなたが最初でしたかね。では、斎藤専門委員、最初にお願いします。 

○斎藤専門委員 ニッセイ基礎研究所の斎藤です。産業連関表の接続表を使えば増加率が

それほど変わらないという話ですが、それは2015年から20年の増加率がそれほど変わらな

いということであって、逆に言えば、2015年以前の増加率が大きく変わるということです

よね、３％近く。それは2011から15の間にそれが出るのですか。それとも、この資料だけ

では分からないのですけれども、ずっと接続表で戻っていくと、何十年かでならされるの

か。４年間で３％くらいもし変わるのだと、この５年間はあまり変わりませんというより、

その前の４年間がものすごく変わることになるのですけど、そこはどうなのですか。 

○福田部会長 それは技術的な問題だと思います。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 通常のやり方としては、2015年が約

15兆円、2011年が約８兆円、上方改定になりまして、2011年以前は現行の伸びで後ろに遡

及されるというイメージです。 

○福田部会長 2011年から2015年の伸び率が上がるのか、下がるのかということ。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 2011年から2015年はこちらを見てい

ただきますと、斎藤専門委員が御説明されたとおり、2011年は全体で約８兆円しか上がら

ない中で、2015年は約15兆円上がることになりますので、正確な計算ではないですが、そ

のようにつなぐと、伸びは少し大きくなるのかと思います。 

○斎藤専門委員 すみません、20兆円くらい2020年のレベルが上がりますと。このレベル

が上がるのは、今どこを起点として言うのか分からないですが、例えば1994年が起点だと

すると、1994年の数字も上がって、伸び率で見ると３％くらい水準が上がったというのは、

起点のところも水準が上がるので、伸び率の変化は緩和されるということですか。それと

も起点が一緒だったら、どこかで３％が伸び率に表れるはずなのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 2011年の産業連関表を踏まえるもの

に関しましては、1994年までそのような形で上がることになります。 

○斎藤専門委員 全体が上がっていくということですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 産業連関表がないもの、接続産業連

関表で変わっていないもの、接続産業連関表を使わないものに関しましては、今までどお

りということになります。2011年に関して、接続産業連関表という新たな統計が入ったの

で、それは利用して、過去はそこに平行移動的になるのですけれども、それ以外のものは

変わらないということにはなります。 

○斎藤専門委員 平行移動なのですね。 

○福田部会長 それ以外のものとは何を指しているのですか。 
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○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 例えば、ここに書いていないのです

けど、実際の推計は細かく項目別に行うので、産業連関表の中で変わらない項目がありま

す。それは1994年と2011年の姿は変わらないというふうになります。 

○福田部会長 変わった項目だけを平行移動させているということですか、一言でいうと。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そのようなことです。 

○福田部会長 平行移動の度合いが過去に遡れば遡るほど小さい感じがややするのですけ

ど、何となく今のイメージを聞くと。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。こういう感じにはなっ

ていくと思うのです。先ほどと同様の話になりますが、それぞれの変わっている項目に関

して、足元の計数を作るに当たり過去を見直したというものが幾つかあるので、それによ

って少し影響度が違うと思っております。 

○福田部会長 よろしいですか、斎藤専門委員。 

 では、櫨委員、お願いします。 

○櫨委員 櫨です。論点がいろいろあるのですけれども、御説明されているように2020年

は経済センサスのデータを使ったので、平行にシフトしているというのはいいのですけれ

ども、問題は、接続表を使っても情報通信業の伸びが非常に高いわけで、これは真実だっ

たと考えていいのかというところだと思うのです。先ほどの産業連関表の作り方で、2015

年の情報通信業が完全に2020年と同じ条件で推計されていないので過小である可能性があ

るのであれば、それを信じて2015年から2020年までの間に情報通信業が40％ぐらい伸びた

というのは少し過大だと考える必要があると思います。したがって、2015年の接続表を信

じてＧＤＰを遡及して良いかという問題があると思うのです。そこをきちんと答えてもら

わないと、2015年の接続表の情報通信業が過小である可能性があると言うのであれば、こ

れを信じてそのまま使ってはいけないのではないかということになるのではないかと思う

んです。そこはどうなのでしょう。 

○福田部会長 いかがですか。2015年のカバレッジが2020年と同じように広がったかどう

かという御質問のようにも聞こえますけれども。 

○櫨委員 内閣府ではなくて、産業連関表の御担当の方にお聞きしたい。先ほどの説明が

よく分からなかったのですが、情報に限界があるので完全に遡及するのは難しいというの

は分かるのですけれども、十分に遡及できていない可能性があり、2015年の接続表は情報

通信業の推計が過小である可能性があるということなのですか。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 総務省です。令和２年

に出した最新の接続表で2015年の値については、可能な限り令和２年の状況に合わせてそ

れぞれ部門の振替なり、推計方法なり、カバレッジなりを整理して作っている表でござい

ますので、現時点というか、接続産業連関表を取りまとめる立場としては、その数値が実

態に近いと認識はしています。他方、実態が本当にどうだったかというのは、数値の評価

の問題なのだと思っております。 

○福田部会長 一言で言えば、カバレッジはそんなに差はないでしょうというのが見解だ

ということですよね、2015年と2020年では。 
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○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 接続連関表の基本的な

作り方の考え方がそれです。カバレッジを可能な限り合わせる。ただ、可能な限りという

ところが統計の限界だったり、昔の数字だったりするので、違うやり方で調査している部

分もありますので、そこは限界がありますが、考え方はそうです。 

○櫨委員 そうすると、カバレッジができる限り同じようになるようにやったということ

だと、要するに今までカバーできてなかったところの伸びがすごく高かったと解釈してい

いのですか。 

○柿原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室参事官 それについては、この

ソフトウェア部分についてはあれですけど、一般的にはそのような御理解でいいかと思い

ます。つまり、全体の大きな変更としては、経済センサス‐活動調査のカバレッジの拡大

の部分がありますので、産業によって当然濃淡はあるかと思いますけれども、この業につ

いては恐らく高めというか、相対的に大きかったのではないかと考えられます。 

○櫨委員 そのようなことであれば、これは経済産業省にも確認するのがいいかと思うの

ですけれども。センサスでカバレッジが上がったと。そこは、今まではきちんと調査でき

ていなかった部分で、そこの伸びが非常に高かったので、ソフトウェア業の上昇率が今ま

で思っていたよりもずっと高かったというのは真実であると、そのような説明をすれば良

いと思うのです。そこまでちゃんと内閣府も説明しないと、なぜこんなに変わったのかと

いうことに対して、みんな非常に不思議だと思うでしょうし、統計が信用できないという

ところにもつながりかねないので、きちんとそこはみんなが納得できるような説明を用意

して基準改定に臨んでいただきたいと思います。 

○福田部会長 私もそう思います。だから新しいカバレッジがないところが更に伸びてい

るということは、特定の分野という可能性があって、今までカバーできてこなかった。だ

からこそ新しい情報通信の分野とか、今までカバーできていなかった部分を新しくカバー

して、それがどんどん伸びているという説明だったら一番分かりやすいわけですよね。だ

から、どこがカバーできていないかという、ざっくりとした何かがあると、かなり説明は

一気に進むのではないかと私も少しは思ったのですけど。そこまで厳密ではなくても。 

 すみません、新家専門委員。 

○新家専門委員 私も櫨委員と同意見なのですけど、説明はもう少しきちんとした方がい

いと思います。お話を聞いていると、何か統計を精緻化したことによる影響で少し数字が

上がったみたいな面も結構あると理解したのですけど、どういうふうに変わって、こんな

ことをやるようになったから、数字がこれまでよりきちんと取れるようになりましたみた

いなところをきちんと整理して、資料か何かで今度教えていただけないかと思います。そ

の方法を変えたこととか、少し精緻化したことによって、何で情報通信のところだけ、こ

こまで一気に集中して数字が上がったのかというところが、よく分からないので少し調べ

ていただけないかと思います。これが実態なのか、それとも単に精緻化したことによって

過去と変わった数字が出てきたのかというのは重要なところだと思うので、そこは整理し

た方がいいと思います。それは総務省なり、経済産業省でいいと思いますけど。 

 あとは要望なのですが、先ほどから内閣府の説明を聞いていると、統計がこうだったか
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らこうだったんです。入れただけですというような回答が多い気がするのですが、それだ

と説明として不十分で、ユーザーとしても困ってしまいます。もちろん作っているところ

は内閣府ではないのですが、総務省なり、経済産業省なりと話して、なぜこうなってしま

うのかみたいなところはしっかり御説明できるようにしていただけないかと思いました。 

○福田部会長 それは私もそのとおりではないかと思います。一番あってはならないのは、

統計を操作してＧＤＰを不必要に上げているというふうに思われることで、そのような誤

解を生まない説明はかなり大事です。政府が1,000兆円のＧＤＰ目標というのを掲げたか

ら、ＧＤＰを統計の操作で引き上げたのではなく、統計を真面目に作ったからそうなった

ということを説明することが重要ですけれども、それをきちっと説明し、理解してもらう。

誤解がないようにする努力というのは、できる範囲でだとは思うのですけど。情報通信は

新しい産業なので、今までカバーしていないところをカバーできるようになりましたとか、

あるいはその産業は伸びていますよというのは比較的説明しやすいのではないかと思いま

す。むしろ私が説明しにくいと思うのは不動産業ではないかと思います。何でこんなに急

に増えたのかというのは不思議な感じはありますけれども、昔ながらの産業だと思うので。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらとしましても、今までもこう

いう数字が改定ないし変動しているところにつきましては、各省に内容をヒアリングして

おりますし、現状、今お示ししたものが不十分であったかと思いますが、引き続き各省と

は連携し、こちらとしても情報収集して、どういう形でお示しするかはこちらでまた考え

たいと思います。ありがとうございます。 

○福田部会長 たくさん御意見が出ましたけれども、基本は説明責任ということに尽きる

御意見が大半だったような気がします。産業連関表でなぜこんなに上がったのか、あるい

は特に情報通信で急に伸びているのかということに関しては、難しい面がたくさんあると

いうのはお伺いしました。でも、できる範囲で御説明するということで御準備いただくの

がいいのかなとは思いました。よろしいでしょうか。 

 では、引き続き、もう１点の問題として、次に住宅・土地統計の取込みということで、

これも一気に上がったということはあるとは思いますけれども、こちらに関して何かござ

いますでしょうか。斎藤専門委員。 

○斎藤専門委員 ニッセイ基礎研究所、斎藤です。もしかして御説明あったかもしれない

のですけれども、この数字は調整しないで使うのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 調整はいたしません。これは総額な

ので、結果的にはこうなります。もう少し地域別に細かくは推計するということになりま

すが、平均という点では調整はしないです。 

○斎藤専門委員 そうだとすると、これはものすごい段差だと私は思うのです。説明資料

７ページに構造調査方法を外観調査から申告制に変更したことが影響している可能性とい

うふうに書いてありますよね。それで上がったのだとすると、そのまま入れると、これは

高過ぎませんか。５年間で、１畳当たりの家賃が10％伸びているというのは。ほかの統計

なんかと比べ、ほかの統計というのは、例えばＣＰＩの家賃なんか全然伸びてないわけで

すね。これは１年間２％ぐらい伸びているということで、もちろん細かい調整は別として、
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そのような数字を使っていいのですかというのが素朴な疑問。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 右側の木造・非木造比率のところは

目視から申告制にしたというところが影響していると思います。ただ、家賃につきまして

は、個別に調査をしているということだと思いますし、私たちとしては、やはり５年に１

度の構造統計ということで、通常どおりですが、ベンチマークとしてここを使うしかない

ので、これをどうやって変えるかというのはなかなか難しいということで、先ほど斎藤専

門委員が御指摘された調整はしないということです。 

○福田部会長 例えば都道府県別に見ることができるわけですけれども、木造で見ると、

ある都道府県はものすごく上がっているのだけど、別の都道府県はそこまで上がっていな

かったりとか、不思議な動きをしているのですよね。調査のウエイトは小さいけれども、

帰属家賃ではウエイトがものすごく大きいので、木造の方で何かバイアスがあると深刻で

はないかと思うのと、あと非木造に関しては、高層化が足元で一気に進んでいるものの調

整はあまりできていないのではないかという感じはややしましたけれども。 

○斎藤専門委員 いずれにしても、これを……。 

○福田部会長 そのまま使うのは、やや懸念がある。 

○斎藤専門委員 使った数字をユーザーが見ると、かなり驚くと思う。 

○福田部会長 それは私もそう思いますけれども。 

 まず、白塚委員からお伺いして、このスムージング的なことを何らかの形でできないか

というのは、もう一つのアイデアとしてはあると思います。 

○白塚委員 私もこの木造のところはすごく気になるので、もう少し考えた方がいいかな

と思います。特に、先ほど福田部会長が御説明されましたけど、木造のところは家賃を調

べられる民営借家と持ち家の品質が全く違うため、これに起因するバイアスがもともと大

きいという問題があります。そのバイアスを今回の調査結果では更に増幅してしまうこと

につながる可能性が高く、先ほど御説明されたような懸念というのはやはり大きくなるの

かなと思います。そこは、具体的にどうすればいいかというのは現時点でなかなか難しい

ですけど、やはり推計上で、御提案の方法が本当に適切なのかというのはもう１回検証し

た方がいいのではないかと思います。 

○福田部会長 まず、スケジュール感的に、検証する時間的な余裕はあまりないという制

約もあるのですね。いつまでにこれを決定しなきゃいけないかということも含めてお答え

いただけると。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 １つ訂正させていただきますが、持

ち家の構造の方は目視から申告制にしたということで、その点は2023年の方が正しいとし

て、1998年以降の過去の分は斜めに調整はします。非木造比率が2018年から2023年にかけ

て23.2％から28.3％に上昇しているところは、少し緩やかになるように調整をしようと思

います。構造に関しては調査方法を変えた。それであれば申告制の方が目視よりも確から

しいということで、その点は調整するつもりです。一方で、家賃の方はそれぞれを調査し

ているわけで、これを調整するすべはあまりないので、そのまま使うことにしているとい

うことが１つです。 
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 それから、福田部会長に御質問いただいた件ですけれども、こちらは長期にわたる系列

ですので、もう既に作業は進めている状態ではあります。 

○福田部会長 唯一やる選択肢としては、ＣＰＩの情報をある程度組み込んでスムージン

グするというのは、今、作業を始めているので大変だとは思いますけど、それは作業的に

は間に合わないということですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 構造の方は先ほど申し上げたとおり、

1998年から変えようかということで考えておりますけれども、価格の方は2018年以降にな

ってやや長期で、既に基準年を挟んでおりますので、もう作業を進めており、年末に向け

て戻って作業するのは少し難しいかと思っております。今までのやり方と同じと言えば同

じなのですが、家賃単価を詳細に調べている５年おきの構造統計とＣＰＩでどちらが正し

いか。例えば2018年以降につきましては、家賃についてはＣＰＩを使って延長していたと

ころです。年次推計においても、ＱＥにおいてもそのようにしておりますが、それが実態

なのかというと、５年おきの統計が実態なのではないかと考えています。先ほどの産業連

関表と同じですが、2023年につきましては、細かい構造統計の方が実態なのではないかと

考えているところです。 

○福田部会長 でも特定の県が特に上がって、それに類似した県は上がっていない、木造

に関してです。そのようなものが本当に実態なのですかね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 それが実態ではないとすると、それ

をどうやって調整するかというところが、なかなかやりようがないと考えています。 

○福田部会長 そのような統計でしたということなら分かるのですけど、それが実態だと

言われたら、いろいろな文句を付けられる余地が出てくるような気はするのですけどね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらも総務省の担当がやっている

住宅・土地統計調査ですが、個別に調査している統計だと承知しておりますので、実態と

統計とはイコールだと思うのです。それを変えるすべはなかなかないかと考えています。 

○福田部会長 内閣府としては、今までどおりのやり方をやったらこうなりましたという

ことだと。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 はい。 

○福田部会長 まず、新家専門委員の御意見を伺ってから。 

○新家専門委員 要望と質問なのですけど、要望の方は、基準改定って５年に１回でかな

り大きなイベントだと思うのですね。前回とか前々回の基準改定のときは、その前の年ぐ

らいから議論を始めて、いろいろやっていたと思います。それに比べて、さすがに議題に

上がるのが遅過ぎないかというのがあります。もう７月も終わるわけで、今回もいろいろ

意見が出ましたけど、それでまた検討して、次回の会議で、もう時間がないのでここで決

めますみたいな形になるって、５年に１度の基準改定としては少しいかがなものかなとい

う気が正直します。 

 人員も少ないですし、お忙しいのは重々承知なのですけど、基準改定とか年次推計とか

お尻が決まっているものに関しては、ある程度議論の時間を確保する形で、少し前倒して

出していただけないかなと強く思います。時間切れみたいなことが最近多いような気がす
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るので、そこはお願いしたいと思います。これが要望です。 

 あと質問については、今回2023年で家賃の水準が上がりそうだということですが、この

水準が上がるというのは、さっきの産業連関表で名目ＧＤＰが上がるのとまた別枠で乗っ

てくると考えればいいのでしょうか。そうすると、また更にＧＤＰの水準が上がるので、

インパクトが大きいと思いました。あと、13％と8.3％というのは、実際どれぐらいのイン

パクトがあるのかを教えていただけないでしょうか。あまりに大きいようだと調整するこ

とも考えた方がいいのかもしれない。それはまた数字を見たり、中身を見てからだと思い

ますが、次回、それで調整することも考えなければいけないかもしれないので、そちらに

ついては情報をもう少し提供していただけないかと思います。 

 調整できないという話もあるかと思うのですけど、例えば、この後出てくる雇用者報酬

は毎勤に出てくる数字をいろいろ調整したりしているわけで、調整したら駄目だというル

ールもないのではないかという気もします。その辺も含めて情報を出していただいて議論

した方がいいのではないでしょうか。 

○福田部会長 要望はまず真摯に受け止めていただきたいということで、どれぐらい増え

るかということを含めて御説明いただきたいということかなと思います。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 要望に関しましては承ります。少し

言い訳がましいのですが、前回、前々回につきましては、概念が変更になるものが多数あ

ったので、前広にこのように対応しますということをお伝えしておりました。今回の場合

につきましては、概念の調整というものはありませんので、今お出ししているものに関し

ましては、産業連関表の取込みについては、昨年公表されたものを組み替えたりするとか、

こちらの住宅・土地統計につきましても、昨年９月に公表されたものを取り込んでいると

いうことで、最大限早めではないと思いますけれども、お示ししたいということでござい

ました。ただ、御要望としては承りましたので、今後のやり方については考えていきたい

と思います。 

 それから、インパクトにつきましては、先ほど少し御説明申し上げましたけれども、2018

年以降、面積に関しては着工統計や滅失統計で延長推計するのと、ＣＰＩの家賃単価、最

近でこそ少し上がっているかもしれませんが、基本的にフラットになっておりますので、

そのようなパスとなっています。また、2013年から2018年にかけては、家賃がそれほど変

わらないというか、やや下がっております。そうしたトレンドも加味しておりますので、

家賃に関しましては、現状のパスがほぼフラットぐらいと考えていただければ。 

○福田部会長 質問がそのような趣旨ではないのです。 

○新家専門委員 質問の意図は、現在公表されている23年のＧＤＰと比べて、この家賃が

取り込まれることによって何兆円ぐらい数字が変わる可能性があるのかというのが１つと、

あと、この住宅による改定の数字というのは、さっきの産業連関表の話とまた別に上方修

正要因として乗ってくるのかということです。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 すみません、何兆円という計数につ

きましては、現在まだ計算中ですのでお示しできないのですが、最後の御質問については、

産業連関表の取込みと住宅・土地統計の取込みは別です。こちらは別途、基礎統計の結果
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を見ると上がるのかということは想定されますが、この分が改定として追加されるという

ことです。 

○福田部会長 それなりに大きいインパクトであることは間違いないですよね、恐らく。 

○白塚委員 そうすると、帰属家賃のところは2018年からウエイトがどんどん増えていく

ということになるのでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね、面積に関してはもう少

しフラットになりますけれども、価格に関しては。 

○白塚委員 だから、ＣＰＩはあまり動いていないから、名目も実質も帰属家賃のところ

がすごく大きくなっていくということになりますか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 実質の方は面積要因なので、それほ

ど大きくは影響しません。 

○福田部会長 デフレーターで主として増えるという御説明ですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです。 

○櫨委員 今の議論、一つは、先ほどの情報通信業の伸びがすごく高いという話で、実質

ＧＤＰにも影響するので、あっちはより深刻な問題だと思うのです。こちらは実質ＧＤＰ

にはそれほど影響しないのですけど、ＧＤＰデフレーターにものすごく効いてくるので、

その意味ではそれなりに問題だと思います。 

 それからもう一つは、結局ＧＤＰの推計に使っている基礎統計の問題になるのですよね。

例えば雇用者報酬にしても、毎勤の賃金指数はそのまま使えないで、内閣府が一々それを

作り直して使わないといけないという。このようなやり方では、基礎統計の問題について、

全部内閣府が修正して使わなくてはいけないということになるので、もっと基礎統計の方

でＧＤＰの推計に使いやすいような形で出してほしいと私は思います。内閣府はそれを使

って推計すればいいというふうにやれるのが望ましいのではないかと思います。 

 家賃の話は、私は不勉強でこんなに上がっているとは思いませんでした。結局ＣＰＩの

家賃の上昇率が正しいのか、それとも住宅・土地調査の家賃の方が正しいのか、どちらを

信じればいいのか分からないという問題だと思うのです。内閣府にこれを調整しろと言わ

れても、どっちの統計を信じていいか分からないから、どう調整すればいいのか分からな

いし、私自身もどっちを直すべきなのかというのはよく分からないのです。どっちを信じ

ればいいんですかという点は統計局もちゃんと答えてほしいと思います。 

○福田部会長 このＣＰＩだけではなくて、ほかの民間の各種家賃調査などもいろいろ出

ているわけです。そうすると2024年とか2025年はさすがに上がって、足元でものすごく上

がっているのは事実なのです。2023年はそこまでではないとは思う。私の独断と偏見の解

釈にはなりますが、恐らくＣＰＩが過小評価で、こちらは過大評価している可能性という

のはそれなりに高いのではないかとは個人的に思うので、例えば、今、2023年の延長推計

はやっているわけですよね。ＣＰＩとの加重平均的な形で調整するというのは、作業的に

は間に合わないのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 2018年と2023年につきましては５年

に１度の構造統計があるので、やはりそこは使うべきだと思っています。それ以降につき
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ましては、ＱＥ期間も含めまして、今までのＣＰＩを使った推計は、構造統計を使って推

計した結果と合わなかったわけですので、2023年以降の推計方法については検討中です。 

○福田部会長 今、2023年の話をしています。2023年でこれを全面的に使うのは適切か。

それとも、今、延長推計している数字も少しは情報として使って、2023年分を計算すると

いうことは時間的にも不可能ですかということを聞いています。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 繰り返しになるかもしれませんが、

2023年の５年に１度のピンポイントの統計を、先ほど何人かの先生もおっしゃいましたが、

どちらが真なのかというと、構造統計の結果を信じざるを得ないと思います。 

○福田部会長 でも皆さんの御意見は、何となくですけど、こちらを真実とは思ってない

のが大半の意見なのですよね。ＣＰＩも確かに過小推計かもしれないけれども、あまりに

もかい離が大きいときに、こっちだけが正しいというふうに考えるのがどうかというのが

まずあるわけです。それを考えたときに、調整可能なのかどうかというのはまた別で、こ

ちらが真実だから調整しませんという主張の御質問ではなくて、技術的に時間的な問題も

ありますが、少しは修正できるかどうかということではないかなとは思うのです。やはり

延長推計はしているので、今の延長推計から一気に上がるわけですよね。それを若干スム

ージングするということは技術的にも不可能なのかということはあるかなとは思うのです

けど。 

○斎藤専門委員 斎藤です。私は基礎統計の数字に違和感があるからといって恣意的にや

るのはまず反対なのですね。そのような大原則、私は大事だと思っています。ただ、この

数字はあまりにどうかなと思うので、例えばですけど、私、内訳の数字を見ていないので

あれですけど、多分、個票とか、どこまで行くか分からないですけど、異常値ってあるは

ずなんですよね。これはいかにも異常値だろうというのを除くことは、こういう数字を見

たらやらざるを得ないのかなと。大原則はいじらないというのがあります。 

 それともう一つ、これは真実だということでやるのはいいのですけど、その先、速報の

推計でＣＰＩを使ったら、そこでまた段差ができちゃうわけですよね。それは統計として

なかなか厳しいと。つまり、この５年間が２％くらいで１畳当たりの家賃が伸びていて、

そこから延長するとＣＰＩは0.何％ですから、それで延ばすのですか。何か統計の一貫性

というか、連続性というか、そのようなものが失われてしまうと思うのですけど。だから

何か明らかな異常値があれば、それを調整するのはやった方がいいかなと。 

○福田部会長 それは理想。ただ、それは更に時間的に難しいですよね。例えば、都道府

県別は簡単に見られるので、私も見ました。（非木造では）岩手県は上がっているけど、秋

田県や青森県は上がっていないとか、ばらつきのある感じの統計だと私も思ったのですけ

ど。ただ、御提案の異常値処理のようなことは時間的に間に合わない感じはあるとは思い

ます。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 詳細に推計するとは申し上げました

が、私たちの使っているのは、個票ではなく公表系列です。ですので、異常値があるとす

れば、住宅・土地統計の担当に聞かないと分からないのですけど、あるとするならば、異

常値は処理された上で統計として公表されているものと考えております。現状使っている
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のは公表値ですので、異常値があれば、処理がされた上で公表値がこのようになっている

と認識しています。 

○福田部会長 異常値というか、書き間違えとかの異常値は処理していると思うのです。

たまたま調査した対象がすごく高額な物件だったというような意味での異常値は処理して

いないのではないかというのが私の理解ですけど。 

○櫨委員 質問なのですけど、2023年の数字がおかしいという話なんですが、2018年が低

過ぎるという可能性はないのですか。すみません、ＣＰＩとかちゃんと見ていないので。 

○福田部会長 ＣＰＩとかとはかなり近い感じの動きですよね。 

○櫨委員 2018年までは割とＣＰＩと比較してもおかしくない。 

○福田部会長 これまではＣＰＩと比較的近い動きをしてきたわけですよね。それがいき

なり全く違う動きをしたというところに問題の所在があるのだとは思います。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 今までの基準改定では、先ほど申し

上げたＣＰＩでの延長推計をしており、それと住宅・土地統計とはそれほどかい離がなか

ったので、恐らくそこは同じような動きをしていたと考えられます。一方で、今回の住宅・

土地統計調査は、ＣＰＩとはかい離をしていたということが事実ではあります。ですから、

先ほどのお話、少し繰り返しになりますけれども、なかなかこの構造統計をどう調整する

か。斎藤専門委員が御説明されたように基礎統計をこちらで変えることはできないという

か、３か年平均を取るかとか、調整というのはそのようなものだったりしますけれども、

そのようなことはなかなか難しく、公表された統計は正しいものとして使わざるを得ない

かと思います。 

○福田部会長 技術的にも不可能かどうかというさっきの私の質問は。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 時間的には少し難しくて、基準年で

ある2020年を挟みますので、2023年を動かすためには2018年から徐々に動かさなければい

けないということになりますので、結局、価格に関しては2018年以降が全部変わってしま

うということにはなると思います。 

○福田部会長 2018年はそんなにかい離はないわけですよね。延長推計して。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ＣＰＩが正しいのか、これが正しい

のかという話はありますけれども。 

○福田部会長 2023年で大きくかい離が出てきたわけですから。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 さっき少しおっしゃっていましたが、

どっちが正しいかという、それをＣＰＩに合わせていいのかというか。 

○福田部会長 合わせるとは言っていないのですけど、ざっくり言うと、例えば今の延長

推計の値と今回推計した値を足して２で割るとかですね。それがいいかどうかではなくて、

技術的にも時間的にも足らないからできないというのか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 現状ですと、正に今お伝えしたよう

に基準年を挟む間なので、現在作業が進んでいる状態で、それを巻き戻すのが難しい状態

ではあります。少し何ができるか考えたいと思います。 

○福田部会長 ただ、私の単なる、2023年だけを動かすというアイデアなので。 
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○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 2023年を動かすということは……。 

○福田部会長 2023年を動かしたら、2018年から2023年の間は今までの変化でやっている

わけですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 それは2022年までがフラットで、

2023年でがんと上がるということ。 

○福田部会長 そのような意味ではないです。2023年の数字を今の延長推計のやり方の数

字と、それから新しい新推計の数字を使って何らかの形で計算して、それと、2018年はも

う所与としてその間を計算するというのはそんなに大変なのですかという単なる質問なん

です。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 結果、2018年と2023年をつなぐとい

うことになります。2023年の計数を変えて、2018年の計数は今のままとすると、その間の

年の計数は変わってしまうことになります。 

○福田部会長 変わりますけれども、間を埋める式というのは今までもやっているわけで、

新しい2023年と2018年を単に結んでいただけですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです。ただ、それぞれの数字が

変わってしまうので、全体へのインパクトというのですかね。計算上、2018年以降、すな

わち2019年や2020年が変わってしまうことが推計上難しいということです。2023年を今御

指示いただきました数字に変えることはできるのですが、真ん中を変えられない。2023年

を変えることは今できると思うのですけど、ただ、そうすると2023年だけ2022年以前と異

なる水準になってしまいます。 

○福田部会長 何でそうなるのかが分かっていないのですけど。ただ、今、延長推計でず

っと推計してきた数字はあるわけですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。2018年、2020年という

基準があるのですけれども、2018年と2023年はある種縛られているという言い方が正しい

のか、もう決まった数字になっています。今2023年を変えることはできます。下に下げる

ことはできますが、このパスが変わると、2018年から2023年なりのパスが、今部会長のお

っしゃったとおり2023年だけ変えても変わってしまうので、そうすると2019年、2020年、

2021年、2022年は変わってしまうことになります。そうすると、作業上は基準年の2020年

から作業を始めるので、2020年が変わってしまうなり、今の2019年、2020年、2021年が変

わってしまうということは、結局、全体に影響を及ぼしてしまうということになります。 

○福田部会長 全体というのは、どういう全体。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 1994年から2025年までに加えて、将

来にかけても影響してしまうので。部会長が御説明されたように2023年がおかしいという

ことで2023年だけ変えるということであると、今持っている2018年、2019年、2020年、2021

年、2022年までは、このとおりに推計したものを使って、2023年だけ変えることになりま

す。 

○福田部会長 そのようなことを言ってないです。だから2023年から変えたら、2019年か

ら2022年も変わるのは、私も変わるとは思っていますけれども、それが、例えばそれ以前、
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2018年以前にも影響するというロジックが分からないのですけど。 

○松多内閣府経済社会総合研究所次長 すみません、１点補足すると、今の時点で基準年

の2020年はかなり作り込みの作業を進めていますと。福田部会長が言われたように2023年

を変えますと、当然そこから2019年、2020年と変わるわけですけれども、そうすると、2020

年の値に影響が及びますということになって、それが作業上は結構いろいろ作り込んでい

て、産業別のデフレーターだとか、産業別付加価値の額だとか、支出系列だとか、そのよ

うなところにいろいろ影響してくるので、作業をもう１回やり直すようなところが大きい

ので、なかなか苦しいですということをお話ししようとしているというところです。 

○福田部会長 数値が影響してくるのは分かるのです。作業をするのですから。少し分か

らないのですけど、数値がほかに影響するという話と作業が新たに増えるという、何かプ

ログラミングがあって、この数字が１個変わったら、それが自動的に変わるというのでは

なくて、手作業が更に増えるという御説明ですよね。 

○松多内閣府経済社会総合研究所次長 詳細はあれですけれども、たくさんの人数で複数

の課に分かれて作業をしているので、ここの部署で作業をした、その結果をこっちに渡し

て、こっちに渡した結果を違うところがやって、また戻してみたいな、こういう作業をや

っているときに、ここが１個変わると、もう１回ここが作ってこっちに渡して、作ったや

つをまたこっちに渡してみたいな作業をもう１回やらなきゃいけない。そのような意味で

作業があるという、ポチっと押すと自動的に全て変わるわけではないということを御説明

したかったということです。 

○斎藤専門委員 今の話を聞いて分かったのですけど、それだったら我々が集まって議論

している意味がないですよね。だから新家専門委員の話ではないですけど、日程的に2020

年が動かせないと。では、何でここで集まって議論しているんですか。我々のアイデアで

何かいいのがあれば取り込むということでやっていただくのがこの会の意味ではないので

すか。2020年の数字が動かせないという、その縛りの上でこの議論をしてもあまり意味が

ないと思います。（「預かりにしましょうか」の声あり） 

○福田部会長 そうですね。時間も過ぎていて申し訳ありませんが、かなり大事な問題で

す。前半のところでもかなり増えている上に、更に増えるという問題であると同時に、こ

っちの方がＣＰＩとかを考えても何となく、新家専門委員とか斎藤専門委員の方が実態の

感覚もあると思うんですけど、そこら辺の方々の感覚とも若干ずれているのではないかと

いう感覚がある中での問題でもあって、難しい。持ち帰って何とかなる問題か、時間的に

変えられないということであれば、なかなか難しいとは思いますけれども。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 この構造統計という５年に１度の統

計そのものをどう扱うかということについて、繰り返しになりますが、これを信じないと

いうところが加工統計を作成する内閣府側としては非常に難しいという気がしています。 

○福田部会長 でもＣＰＩは別の基礎統計としてあって、そっちは信じていないわけです

ね、逆に言えば。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ＣＰＩを使用しているのは、その期

間において構造統計の結果がないためです。月々の統計があるものは、月々の統計なり四
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半期の統計を使って延長推計はいたします。それを５年に１度、国勢調査で悉皆調査とい

うのは、やはりそれはその統計の方が正しいであろうということで入れる。それが原則と

考えており、これを疑うと、何を真とするのかという問題になります。 

○福田部会長 こちらの方がＣＰＩよりも相当詳細な統計なのですか。今の御説明はその

ような御説明。家計調査よりも５年に１回の調査の方がいいというのは、ロジックは私も

よく分かるのですけど、この家賃に関して、この調査の方がＣＰＩ調査よりも相当信頼で

きるような詳細な調査だという、そのような。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ５年に１回しかできなくて、それぞ

れに個別に聞いて調査をしているわけですから、私どもはそう思っておりますが、これに

ついて統計局なりでもし詳しい方がいたら、教えていただきたいです。 

○赤谷総務省統計委員会担当室次長 すみません、今この場に統計局の人間がメインテー

ブルで参加しているわけではないので、基礎統計の特徴に関しては、それこそまた内閣府

と基礎統計側で統計の特徴などを確認していただくなど、そのようなところが必要かなと

思いますので、一旦この場では即答できるところはないのかなというふうには承知してお

ります。 

○福田部会長 いずれにしても技術的にできないということをしようとすれば、説明責任

をこちらで要求する以上のことは多分できないということですよね。だからＣＰＩよりも

こちらの統計の方がはるかに精度が高いということを丁寧に御説明いただくということ以

外は、方法はないとは思うのですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 もう一つ、追加情報になるかどうか

分からないのですが、こちらとしてもＣＰＩを使って延長推計はしておりますので、その

かい離につきましては、こちらから問合せております。なぜこんなに違うのかということ

は聞いておりますが、調査の結果ということで聞いておりますので、私どもと住宅・土地

統計の担当との話に関しましては、それ以上の情報は今のところいただいていないという

状態ではあります。ただ、ＣＰＩと住宅・土地統計とを比べて、住宅・土地統計の方が正

しいであろうということは、そのように考えております。 

○福田部会長 だから、それを使うということは、やはり説明する責任を負うということ

にはなる。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そこは私どもだけでは負えませんの

で、基礎統計の作り方も含めて説明される必要があると思います。 

○福田部会長 ただ、２つ作っている人がいて、こっちを採用すると判断したのは内閣府

なわけですから、そのような意味ではその説明責任を負うのはやはり内閣府になるのでは

ないですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 その点については、繰り返しになり

ますけれども、５年に１回の統計ですので、産業連関表や国勢調査と同じく、詳細な調査

をやっていると考えております。両方とも正しいと言えることになるのかもしれませんが、

こちらを５年に１回使うということで、この住宅・土地統計はどうなのかということは説

明できるかと思います。 
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○福田部会長 すみません、時間もあれなので、こちらは次回に議論を延ばせるのか、あ

るいはメールで何らかの御連絡をいただくとか、そのようなことに。 

 すみません、新家専門委員。 

○新家専門委員 ごめんなさい。要望なのですけど、変えられないという話があったので

すけど、次からは変えられる段階で議題に上げていただけないかと思います。斎藤専門委

員もおっしゃいましたけど、それだと意味がないので、前倒しで議題に上げていただいて、

そこで議論して、修正できるところがあれば修正するという形にした方が建設的と思いま

す。あと、名目ＧＤＰの数字がかなり上がりそうというのが少し気になっていて、名目Ｇ

ＤＰ1,000兆円みたいな話もあったりする中で、水準が大きく上がって、更に統計の細かい

ところが影響していますよみたいな話になると、何かあらぬ邪推を受けたりしないかとい

うのが心配だなと思いました。あとは今回、何が真かというのは分からないので、内閣府

の御説明もよく分かりますが、今回は調査の方法が変わったというのが明らかに影響して

いると思われるところはあるので、それを踏まえると、何か調整も検討の余地があるのか

もという気は個人的にはしています。以上です。 

○福田部会長 調査した建物は上がっていたのかもしれないけど、それを使って帰属家賃

も全部上げるというやり方なわけですよね。だからそれが本当に適切なのかというのはあ

る。確かに調査した建物は上がっているというのは真実なのだとは思うのですけど、では

帰属家賃までそれに合わせて全部上げるのかという問題は、本来あるとは思うんですけれ

ども、でもしようがないですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 調査した建物ということに関しまし

ては、どれも一部の調査であって、こちらにつきましては、やはりＣＰＩよりは大分調査

対象の規模が大きくなっておりますので、少し細かいこともあるのですけど、そうすると

統計としては、先ほどの御質問をお受けすると、住宅・土地統計調査の方が確からしいと

いうのは、調査方法を考えるとそのようなことかと思います。 

 もう一つ、こちらも追加情報になるか分かりませんが、ＣＰＩについては、総務省の方

で現在タスクフォースを立ち上げて民営家賃や帰属家賃に係る精度向上に向けて対応して

いるということを聞いております。そちらの内容については承知しておりませんが、もう

既に６月に有識者や民間企業と連携したタスクフォースを立ち上げて、家賃データについ

ての課題整理を行っているということを聞いておりますので、住宅・土地統計調査とＣＰ

Ｉのかい離については、そちらでも何か検討がなされるのではないかと思っております。 

○福田部会長 櫨委員。 

○櫨委員 多分、この場でいろいろ議論していても結論が出ないのではないかと思います

ので、部会長、非常にお忙しい中で大変かと思うのですけれども、あとは部会長にお願い

して、内閣府との間で少しお話をしていただくということでいかがでしょうか。多分、も

う１回集まって皆さんの意見を聞くというのは時間的には無理だと思うのです。部会長に

お願いするということでどうでしょう。 

○福田部会長 技術的にも難しいという問題も踏まえながら、説明責任として、やっぱり

そうは言っても実感には合わないのではないかということと、やはり帰属家賃の計算に使
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うということの影響が大きいですよね。だから家賃だけであれば、実際に借りている人だ

けのシェアで計算する分には大した問題ではないかもしれないけど、それを全部帰属家賃

の計算に入れ込んで計算するとなると、ＣＰＩもそうですけど、非常に影響は出るわけで

すよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 帰属家賃に関しましては、構造なり

年数なりが違いますので、借家と違って、その辺りを加味したという意味でもう少し細か

くやっているということを申し上げたのですが、帰属家賃という点で……。 

○福田部会長 上がること自体は変わらないですよね、かなり。今の延長推計と比べて、

どれぐらい上がるかは分からないという先ほどの御説明でしたが、かなり上がるというこ

とは変わらないですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 それは、結局帰属家賃は実際の計数

がなく、民営の家賃を何らかの形で使うしかないということになりますので、それを構造

別に、帰属家賃の方に合わせた形で推計しているという方法を採っています。 

○福田部会長 すみません、議事の進め方なのですが、２番目の議題は急ぎますかね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらは……。 

○福田部会長 在庫に関してのものですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 これは基準改定で７－９月の２次Ｑ

Ｅ以降、12月８日以降にＱＥの推計方法を変えますというお話ですので、先に簡単に御説

明だけでもしておいた方がいいのかと。 

○福田部会長 雇用者報酬とかの議論もまだ済んでいないのですよね。２番目の議題は御

説明だけして、何か御意見があれば次回議論することとしたら、時間的には間に合わない

ということですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 次回の日程を承知していないのです

が、ＱＥに関わることなので作業は進めてしまうとは思いますが、もし今前広にというお

話があるのであれば、こちらで御説明させていただいた方がいいのかなとは思います。 

○福田部会長 そうですね。では、すみません、もう既に時間が来てしまいましたが、大

事な問題ですのでしようがなかったと思います。 

 まず、第１番目の議題の残り、雇用者報酬等に関して何か御意見があれば、お伺いでき

れば。こちらの方が相対的には軽微な問題だとは思いますけれども、内閣府の御説明のと

おりということでよろしいですか。 

 すみません、では、時間を少し延長させていただいて、２番目の議題の御説明を簡潔に。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 こちらは原材料在庫・仕掛品在庫の

ＱＥにおける推計方法の変更となります。今まで予測調査を使うという話がありましたが、

そちらは別途置いておいて、個別の品目で精度向上を考えております。原材料在庫と仕掛

品在庫は、１次ＱＥではＡＲＩＭＡ予測でやっておるところでございます。こちら品目は

関係なく、ＡＲＩＭＡ予測になっております。 

 原材料在庫をまず申し上げますが、今回推計方法を変更しようとしているのが原油・天

然ガスでございます。原油・天然ガスについては、２次ＱＥにおいて、今は石油統計を使
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っているところでございます。これを１次ＱＥにおいても石油統計を使って、それ以外の

部分をＡＲＩＭＡ予測にするということを考えているところでございます。品目の情報を

使うので、そちらの方が、精度が高いのではないかということでございます。それが１つ

目です。 

 もう一つは、仕掛品在庫でございます。仕掛品在庫についても石油製品というものです

が、石油製品は、こちらもＡＲＩＭＡ予測で１次ＱＥ、品目関係なくやっておりますが、

２次ＱＥでも法人企業統計を使って、こちらは業種を品目に変えるという作業をした上で

推計をしているところでございます。こちらは使っている統計は法人企業統計でしたが、

こちらも特に石油製品というものに関しましては生産動態統計がありまして、こちらが全

数調査だということが分かりました。なので、こちらも品目を一部切り出して、石油製品

だけは別途推計し、ＡＲＩＭＡ予測は石油製品以外にする。１次ＱＥでもやるということ

でございます。 

 ６ページ目で、３年ほどの試算をした結果をお示ししています。原材料在庫につきまし

ては、１次ＱＥの方から石油統計を使ってやるとかい離が大分縮小しますので、こちらを、

品目ごとに詳細にやる方が望ましいという観点もあり、この方法を採用してはどうかとい

う御提案です。 

 それから仕掛品在庫につきましては、生産動態統計、今まで、こちらを見ていただきま

すとイーブンで、石油製品だけ切り出したところで、そんなにもしかしたら変わらないか

もしれないのですが、全数調査というところと、それから品目がそのまま取れるというこ

とをもってこちらを採用してはどうかということを御提案申し上げております。 

 簡単ではありますが以上になります。 

○福田部会長 これもそれなりに大事な問題なのですけれども、ＡＲＩＭＡ予測よりも実

際にデータがあるものを使いたいということ自体は問題ないとは思います。ただ、パフォ

ーマンスの改善を見ると、原材料在庫の方はものすごく改善しているので、私は疑問の余

地はないと思うのですけど、仕掛品に関しては必ずしも改善していないので、どうしまし

ょうかというのが１つのテーマかなとは思います。いかがですかね。 

○牧野臨時委員 お願いします。静岡産業大学の牧野です。今回の御提案での１次ＱＥか

ら２次ＱＥへの変更は、大きく見ると、３か月目の数字を速報から確報に変えるというと

ころが１次ＱＥから２次ＱＥに数値が変わる大きな要因と考えてよろしいでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 この石油統計なり生産動態統計を利

用した場合ということですか。 

○牧野臨時委員 そうですね。はい。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そのようなことになります。 

○牧野臨時委員 分かりました。６ページ目の資料、２次ＱＥとの差というのは、もちろ

んいろいろな要因があると思うのですが、速報から確報に変わることによって、この差が

生じていると考えていいのでしょうか。すみません、素朴な疑問なのですが。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ここで示している２次ＱＥとの差と

いうのは、今の２次ＱＥは原材料在庫であれば、ＡＲＩＭＡ予測から法人企業統計プラス
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石油統計との差です。ＡＲＩＭＡ予測との差というふうに考えていただければいいと思い

ます。それから仕掛品在庫についてもＡＲＩＭＡ予測と法人企業統計の差です。 

○牧野臨時委員 分かりました。今の資料の中では新しい方式、今御提案の方式で１次Ｑ

Ｅと２次ＱＥでどれぐらいの差が出るかというのは、今の資料の中では捉えることができ

るのですか、できないのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 新手法のところが、原材料在庫です

と、原油・天然ガスを除いたＡＲＩＭＡ予測足す石油統計と、２次ＱＥは法人企業統計足

す石油統計、石油統計の部分は速報と確報の差になるということになりますが、新手法の

方は既にＡＲＩＭＡ予測除く石油統計になっています。 

○白塚委員 白塚です。確認ですけど、この仕掛品在庫の方は２次ＱＥも作り方を変更す

るということでよいでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです。 

○白塚委員 そうすると、ここで比べている数字というのは、新しい手法である２次ＱＥ

の数字も違ったものになるということでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです、違うことになります。確

報が入るということになります。 

○白塚委員 そうすると、左側は２次ＱＥとの差を比べることに意味があるけれども、右

側はこれだけ見ても何か判断できないということになりそうな気もします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ２次ＱＥは現行の２次ＱＥではなく、

新しくやったものです。 

○白塚委員 こっちの２次ＱＥも新しいやり方で計算しているということでしょうか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 はい。 

○白塚委員 そうなのですね。 

○福田部会長 新しいやり方で必ずしもパフォーマンス改善しないのは、ＡＲＩＭＡの方

が何か打ち消し合ってうまく精度が上がっていたのが、打ち消し合う効果がなくなって精

度が悪化しているケースがある、そのような理解でいいのですか。そのような感じですか、

イメージ的に言うと。この仕掛品在庫の原油の方自体は正確なのだけれども、今までのＡ

ＲＩＭＡのやり方で、こっちのＡＲＩＭＡの動きがほかのＡＲＩＭＡの誤差を逆に減らし

ていたけれども、その効果がなくなることがあるからパフォーマンスが必ずしも改善して

ない、そのようなイメージでいいのですかね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 パフォーマンスとしてはそのような

ことかと思います。 

○福田部会長 そのようなイメージですね。だからこの数字自体は、そのような意味では

正確なのですよね、仕掛品以外にも。真の値に。ただし、ほかの精度に逆に影響するかも

しれないという、何かそんなイメージですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。はい。 

○牧野臨時委員 分かりました。ありがとうございます。 

 あと、これはまた別件になると思うのですが、確報との違いがどうなるのかなというと
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ころも興味はあるところであります。今回は１次ＱＥと２次ＱＥの違いでありますが、最

終的に確報に行くわけですので、そこも興味があるところであります。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 基本的にシームレスということでや

っておりますので、原則変わらないというか、変わらないことを考えています。 

○牧野臨時委員 確報へもシームレスでよりつながるようになるということですね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。はい。 

○牧野臨時委員 分かりました。ありがとうございます。 

 以上であります。 

○福田部会長 よろしいですか。真の値に近づく１つの方向性としては、部分的ですけど

真の値を使えているという意味では望ましいかもしれないので、特に仕掛品在庫は必ずし

もパフォーマンスは改善していないのですけれども、皆さんが反対なければ、この方向で

ということで、これに関しては行きたいと思います。 

 すみません、時間を超過してしまいまして、大変申し訳ありませんでした。ただ、非常

に大事な問題なので、特に第２点の価格に関しては、もう少し私と内閣府で個別に話をさ

せていただいて、皆さんには事後報告にはなりますけれども、報告させていただくという

形で、内閣府も忙しい中で技術的にできないことはたくさんあるとは思います。ただ、新

家専門委員が言われている説明責任はかなり大きな問題なので、そこも含めて検討させて

いただければと思います。 

 大変時間を超過して申し訳ありませんでした。本日の部会はこれで終了とさせていただ

きます。 

 

 

 


